
 

 

 

 

令和７年９月２日 

 

▼タイトル 

指名競争入札等に係る業者の指名停止について 

 

 

▼概 要 

 

         高島市建設工事等指名停止要領に基づき指名停止措置を講じることに決定し

ましたのでお知らせします。 

 

                 記 

 

１．指名停止措置業者  光洋木材 

             （滋賀県高島市勝野１７２４番地） 

            

２．指名停止の理由  指名停止要領第２条 別表第１ 第５項（２） 

              【契約違反】 

                 令和７年８月４日執行の令和７年度第３０６

８３号今津浜松並木枯松伐採業務委託の入札に

おいて落札者となったが、積算を誤っていたこと

から、落札金額では業務の履行ができないとの理

由により、契約辞退申出書を提出し契約締結をし

なかった。 

                このことが、高島市建設工事等指名停止要領第

２条 別表第１ 第５項（２）の規定に該当するた

め指名停止措置を行う。 

 

３．指 名 停 止 期 間  令和７年 ９月 ２日 から 

令和７年１２月１日 まで（３ヵ月） 

 

▼問い合わせ先 

 ○所   属： 総務 部 契約検査 課 

 ○担   当：多胡 

 ○電 話 番 号：０７４０（２５）８５０１ 

 ○ファックス：０７４０（２５）８１００ 



高島市建設工事等指名停止要領（抜粋） 

 

第２条 市長は、有資格業者または有資格業者の役員（法人の代表権を有する役員また

は代表権を有しないその他の役員もしくは支店等の代表権を有する者をいう。）もし

くはその使用人（以下「有資格者業者等」という。）が、別表第１および別表第２（以

下「別表」という。）に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、別表の措置要

件の区分に応じ、同表の指名停止期間の欄に掲げる期間について指名停止を行うもの

とする。 

 

別表第１ 

別表第１（第２条関係） 

 （契約違反）  
５  市発注の工事等の施工に当たり、第３項に掲げる場合のほか、次に

掲げる要件に該当し、工事等の契約の相手方として不適当であると認

められるとき。 
⑴ 正当な理由なく契約を履行しないとき。 
⑵ 落札したにもかかわらず、契約を締結しないとき。 
⑶ 公害防止策および危険防止策が不良のとき、または工程管理、資

材管理もしくは労働管理が不良で監督職員が指摘しても改善しな

いとき。 
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